
R8福島労働局

《参考》

様式第11号のⅠ年度報告(第1～6面)は下表の期間のとおり作成してください。

決算月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

■提出書類、提出部数、提出期限

・「労働者派遣事業報告書」(様式第11号) … ３部提出(正副控の分)

・6月1日時点で有効中の「労使協定書」の写し … ２部提出(正副の分) 

■労働者派遣事業報告書(様式第11号)について

・2024年度からの新様式となっております。旧様式による提出の場合は、新様式にて再提出いただきますのでご注意ください。

・派遣実績の有無に関係なく、事業所ごとに作成し、添付書類＋第1～9面を提出してください。

※Ⅰ年度報告の報告対象期間については、右の表を参考としてください。

※第10～14面（提出は不要）は報告書の記載要領です。報告書作成にあたって参考としてお読みください。

■労使協定書について

6月1日時点で有効中の「労使協定書(別表含む)」がある場合は、コピーを2部提出してください。

（労使協定の中で「就業規則の第○条に準ずる」「賃金規程の第○条による」など、社内規程を参照している部分がある場合は、

その規程の該当部分のコピーを2部添付してください。枚数が多い場合は両面印刷でお願いします。）

■提出方法

・窓口持参・郵送・電子申請(e-Gov)のいずれかとなります。

◎郵送による提出の場合は、1部を事業所控えとして受理印を押印し返送しますので、郵送事故防止の観点から

返信用封筒 (レターパックや切手を貼った封筒)に送付先住所を記載し、同封の上で郵送してください。

※事業主控えの返送については、報告書の内容を確認するお時間をいただくため1～2ヶ月後になります。

◎電子申請(e-Gov)による提出の場合は、審査終了後に届く通知メールをご確認ください。(内容確認のため少々お時間を頂きます。)

なお、報告書や添付書類に不備がある場合は「修正指示」の通知が届きます。その際は不備を修正し再申請をお願いします。

■提出先・問合せ先

◎提出先： 〒960-8513 福島市花園町5-46 福島第二地方合同庁舎3F

◎問合せ先： 福島労働局需給調整事業室 TEL ０２４－５２９－５７４６

★はじめにお読みください ～ 労働者派遣事業報告書の提出方法等 ～

毎年6月30日までに提出

様式第11号

記載例

(別表、引用する規程参照部分含む)



R8福島労働局

《参考》

様式第11号のⅠ年度報告(第1～6面)は下表の期間のとおり作成してください。

決算月

6月 ～

7月 ～

8月 ～

9月 ～

10月 ～

11月 ～

12月 ～

1月 ～

2月 ～

3月 ～

4月 ～

5月 ～

R6.9.1 R7.8.31

Ⅰ年度報告（第1～6面）

R6.7.1 R7.6.30

R6.8.1 R7.7.31

R6.10.1 R7.9.30

R6.11.1 R7.10.31

R6.12.1 R7.11.30

R7.1.1 R7.12.31

R7.2.1 R7.1.31

R7.3.1 R8.2.28

※令和7年6月以降に新規許可を受けた事業所の報告対象期間については

　第1面８の「開始日～終了日」は許可日から決算期間末日までですが

　許可日以降、令和8年5月31日までに決算期間末日が到来していない場合は

　令和8年6月1日現在の状況報告(第1面、第7・８・9面)のみ記載して提出して

　ください。

R7.4.1 R8.3.31

R7.5.1 R8.4.30

R7.6.1 R8.5.31



R8福島労働局

《重要》 労使協定書(別表含む)に、

「就業規則第○条に準ずる」「賃金規

程第○条による」等の社内規程を参照

する記載がある場合は、その規程の該

当部分のコピーを2部添付してください。



R8福島労働局

様式第11号（第１面） （日本産業規格Ａ列４）

提出者

（ふりがな）

（ふりがな）

（ふりがな）

７ 産業分類 名称
分類
番号

８ 令和○年4月1日 ～ 令和△年3月31日

10 親会社の名称 備考

11 請負事業の実施

※労働局記入欄

 株式会社ふくしま

かぶしきかいしゃ

１ 氏名又は名称

役　名

代表取締役

ふくしま　いちろう

〒（　960-○○○○　）

　労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第１項の規定により、下記のとおり
事業報告書を提出します。

株式会社ふくしま

 代表取締役　福嶋　一郎

2899

３ 代表者の氏名
（法人の場合）

福島県郡山市○○町三丁目△番地　　　　（　024　）×××－××××

〒（　960-○○○○　）

福島県福島市○○町△番地□ビル２F　　（　024　）×××　－××××

６ 大企業、中小企業の別

その他の電磁部品・デバイス・電子回路製造業

株式会社ふくしま　製造事業部

５ 事業所の住所

福嶋　一郎

１　大企業　　　　２　中小企業

４ 事業所の名称

12 備考  担当者名：福嶋　太郎
 連絡先：○○○-○○○-○○○○

許可番号 派０７-○○○○○○

令和○年○月1日許可年月日

かぶしきかいしゃふくしま　せいぞうじぎょうぶ

労働者派遣事業報告書

事業所枝番号 1

（６月１日現在の状況報告）
（年度報告）

厚　生　労　働　大　臣　　殿

２ 住　所

　　　 令和△年　６月　５日

１　有　　　２　無１　有　　　　２　無 うち構内請負の実施

②民営職業紹介事業の許可・届出番号①労働者派遣事業の許可番号

事業年度の開始の日及び当
該事業年度の終了の日

９ 民営職業紹介事業との兼業 許可・届出番号１　有　　　２　無

(6月1日現在の状況報告)

のみの場合は、(年度報告)を

二重線で見え消しする

原則、会社の事業年度に合わせて記載
※事業年度の途中で派遣許可を受けた場合は

許可日から事業年度末日まで

構内請負とは、発注者の事業所や工場の
構内で生産活動を請け負うことです。
(製造業のみ該当)

※報告書の担当者名と連絡先TEL記載(社会保険労務士等の提出代行者も同じです)

※こちらの様式 「労働者派遣事業報告書 様式11号」は、

厚生労働省HPまたは福島労働局HPより、Excelファイルをダウンロードしてご利用ください。

実績がない場合

【 様式第11号 記載例 】

主たる事業の日本標準産業分類の
名称と4桁の細分類番号を記載
※総務省HPで検索可能

事業主と事業所が同一の場合でも、
４、５は省略せずに記載

提出日(投函日)

更新日ではなく最初に許可を受けた日

登記事項どおりに略さず記載

許可証を見て

必ず記載してください

●第1面余白に「派遣実績なし」と記載し、以下の箇所

の記載が必要です。提出は第１～９面までです。

・ 第1面 ⇒ すべて

・ 第2面 ⇒ (1)①、(5)①②

・ 第5面 ⇒ (10) ・ 第6面 ⇒ (11)

・ 第7面 ⇒１①



R8福島労働局

様式第11号（第２面） （日本産業規格Ａ列４）

Ⅰ　年度報告

（１）派遣労働者数等雇用実績（実人数）（報告対象期間末日現在） （２）労働者派遣事業の売上高

①全労働者 28 － － － －

②派遣労働者総計 15 10 8 5 3 （３）請負事業の売上高

③無期雇用派遣労働者 3 2 2 1 0

④有期雇用派遣労働者 12 8 6 4 3

（４）海外派遣労働者数（実人数）

⑤日雇派遣労働者 0

⑥登録者　※ 12 － － － － （５）派遣先に関する事項

※登録制度のある事業主のみ ①派遣先事業所数（実数）

②労働者派遣契約の期間別件数（延べ件数）

総件数 １日以下のもの
１日を超え７日
以下のもの

７日を超え１月
以下のもの

１月を超え２月
以下のもの

２月を超え３月
以下のもの

３月を超え６月
以下のもの

６月を超え１２
月以下のもの

１年を超え３年
以下のもの

３年を超えるも
の

29 0 0 0 0 15 8 5 1 0

（６）教育訓練（キャリアアップに資するものを除く）の実績

①労働安全衛生法第59条の規定に基づく安全衛生教育 ③主な派遣先事業主（取引額上位５社）

イ 1 2 2 1 4 1

ロ 3 4 2 2 4 2

ハ 5 6 1 1 5 0.5

ニ 7 1 2 5 0.5

ホ

②その他の教育訓練（①及び（９）に係るものを除く） （７）紹介予定派遣に関する事項

１ OJT
・

２ OFF-JT

１ 事業主・
２ 派遣先・
３ 訓練機
関・
４ その他

１ 無償（実
費負担な
し）・２ 無
償（実費負担
あり）・３
有償

１ 有給（無
給部分な
し）・２ 有
給（無給部分
あり）・３
無給

イ 2 1 1 1 2

ロ

ハ

（８）雇用安定措置（法第30条）の実績

うち、派遣先
で雇用された
人数

うち、新たな
派遣先で就業
した人数

教育訓練（雇
用を維持した
ままのものに
限る）

紹介予定派遣
（※２）

左記以外のそ
の他の措置

「１年未満見込み」については、派遣元での通算雇用期間が１年以上の者（登録中の者を含む）に限る。

（５）欄の「イ　紹介予定派遣に係る労働者派遣契約の申込人数（人）」の内数であること。

5

福島県伊達市

労働者派遣契約がな
かった

所在地

40,000,000

※労働者派遣事業を行う事業所ごとの労働者派遣事業の
売上高について、決算後の金額を記載

10,000,000
※当該事業所で請負事業を行っている場合の請負事業に
係る売上高について、決算後の金額を記載

0

１年半から２年未
満見込み

１年から１年半未
満見込み

１年未満見込み
（※１）

期間

※２

２年から２年半未
満見込み

計

３年見込み

２年半から３年未
満見込み

第１号の措置
（ 派 遣 先 へ
の直接雇用の
依頼）を講じ
た人数

第２号の措置
（新たな派遣
先の提供）を
講じた人数

第 ３ 号 の 措 置
（派遣元で派遣
労働者以外の労
働者として無期
雇用）を講じた
人数

第４号の措置（その他の措置）
を講じた人数

※１

対象派遣労働
者数

個人情報取扱

訓練費負担の
別

賃金支給の別

訓練の内容

訓練の方法の
別

訓練の実施主
体の別

ロ 紹介予定
派遣により労
働者派遣をし
た 労 働 者 数
（人）

ハ　紹介予定
派遣において
職業紹介を実
施した労働者
数（人）

イ 紹介予定
派遣に係る労
働者派遣契約
の 申 込 人 数
（人）

１人当たりの
平均実施時間

使用する機器の危険性、
取扱方法

作業手順及び開始時点検

ニ 紹介予定派遣
で職業紹介を経て
直接雇用に結びつ
い た 労 働 者 数
（人）

疾病予防対策、４S教育

緊急時退避、事故時応急
処置

株式会社A 福島県福島市

B有限会社 福島県二本松市

教育の内容
C株式会社

教育の内容及び当該内容に係る労
働安全衛生法又は労働安全衛生規

則の該当番号
教育の方法の

別
１ 座学

・
２ 実技

教育の実施主
体の別

１ 事業主・
２ 派遣先・
３ 教育機

関・４ その
他

受講した派遣
労働者数

１人当たりの
平均実施時間

氏名又は名称

計
通算雇用期間
が１年以上の
派遣労働者

通算雇用期間
が１年未満の
派遣労働者

うち同じ職場
に１年以上派
遣見込みの者

うち同じ職場
に１年以上派
遣見込みの者

備考

第１号から第４
号までのいずれ
の措置も講じな
かった人数

I 年度報告(第2面)

(1)…決算期末における人数 (例：3月決算⇒ 提出年.3.31現在)

(2)～(8)…報告対象期間内の人数 (＝第1面の８)

上の(６)①安全衛生教育、第６面 (11)③キャリアｱｯﾌﾟに資する教育訓練 は含まず、

そのほか自社独自の訓練を行った場合に記載

派遣実績がない場合は、「○」マル

報告対象期間内に派遣先と締結した派遣契約(個別契約)の累計件数

※総件数＝右の内訳の合計

「安全衛生教育」は、すべての企業で実施する義務があります。

※第5、６、７号の教育は職種に関係なく必須

派遣労働者に対して、新規雇用した時、派遣先が変わった時等に

実施した安全衛生教育の実績があれば記載

(８)は、報告対象期間中の、有期雇用派遣労働者に実施した「雇用安定措置」の状況 を記載します。

ただし、以下の有期雇用派遣労働者の場合は、原則として記載不要です。

▲今までと同じ派遣先の派遣契約が更新され(見込み含む)、雇用が継続している場合

▲第1号～第4号までの措置を講じたが、継続雇用を希望せず退職した場合 …など

※報告対象期間中(第1面８)に雇用安定措置を講じた人数(回数)です。

第2面(1)②は報告対象期間末日現在の実人数のため一致しません。

派遣先事業主の本社所在地

(市区町村まで)

❶❸「通算雇用期間」⇒ 派遣元での通算雇用期間
❷❹「同じ職場に1年以上派遣見込み」⇒ 報告対象期間末日現在、

派遣先の組織単位(課やグループ)での通算の派遣契約の期間

（例）3月末決算で、提出年.1.1採用の派遣労働者を派遣した。
(派遣契約期間は1年)

⇒この場合は、派遣元での通算雇用期間は3ヶ月だが、派遣先の
同じ組織単位に1年の派遣見込みがあるため、❸「通算雇用期間が
1年未満の派遣労働者」と、❹「同じ職場に1年以上派遣見込みの
者(❸の内数)」欄に計上する。

❸❶ ❹❷

（８）雇用安定措置の対象者

派遣先の同一組織

単位への派遣期間

(雇用期間ではない)

日雇派遣労働者及び

登録者のうち、雇用され

ている者も含む

⇒ くわしくは

次ﾍﾟｰｼﾞの

解説と記載例を

参考にして

ください。

労働安全衛生規則第35条第1項 第1号～第8号は以下の教育内容です。他に第9、10号もあります。

1 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。

2 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。

3 作業手順に関すること。

4 作業開始時の点検に関すること。

5 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

6 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。

7 事故時等における応急措置及び退避に関すること。

8 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

派遣以外(正社員・パート・アルバイト等)も含む

全従業員数 (役員除く) ※派遣実績なしでも記入

千円、万円単位や

小数点は使用しない

※消費税を含む額

※「安全衛生規則

番号」シートを参照



R8福島労働局

派遣元事業主の責務の内容 

A：同一の組織単位に継続して３年間派遣される見込みがある方

　　　※いずれも、本人が継続して就業することを希望する場合に限られます。

B：同一の組織単位に継続して１年以上３年未満派遣される見込みがある方

　　　※いずれも、本人が継続して就業することを希望する場合に限られます。

C：(上記以外の方で)派遣元事業主に雇用された期間が通算１年以上の方

　　　※現在、いわゆる「登録状態」にある方も、この対象者の中に含まれます。

雇用安定措置の対象者 

①～④のいずれかの措置を講じる努力義務

②～④のいずれかの措置を講じる努力義務

①～④のいずれかの措置を講じる義務

　※ ①の措置を講じた結果、派遣先での直接雇用に結びつかなかった場合には、

　　　派遣元事業主は、②～④のいずれかの措置を追加で講じる義務があります。

【雇用安定措置（派遣法第30条）とは】 ～「H27年 労働者派遣法 改正法の概要」より抜粋～

派遣元事業主は、同一の組織単位に継続して１年以上派遣される見込みがあるなど一定の場合に、派遣労働者の派遣終了後の雇用を継続させるための措置

(雇用安定措置)を講じることが必要です。

■ 雇用安定措置は４つ

① 第1号 派遣先への直接雇用の依頼

対象となる派遣労働者が現在就業している派遣先に対して、派遣終了後に、本人に直接雇用の申込みをしてもらうよう依頼します。

この依頼は、書面の交付等により行うことが望ましいです。

② 第2号 新たな派遣先の提供（合理的なものに限る）

派遣労働者が派遣終了後も就業継続できるよう、新しい派遣先を確保し、派遣労働者に提供します。提供する新しい派遣先は、対象となる派遣労働者の居住地や

これまでの待遇等に照らして合理的なものでなければならず、極端に遠方であったり、賃金が大幅に低下したりするような場合には措置を講じたものと認められない場合があります。

※対象となる派遣労働者を派遣元事業主が無期雇用とした上で（期間制限の対象外となります。）これまでと同一の派遣先に派遣することも、この措置に該当します。

③ 第3号 派遣元事業主による無期雇用派遣元事業主が、対象となる派遣労働者を無期雇用とし、自社で就業させる(派遣労働者以外の働き方をさせる)もの

④ 第4号 その他雇用の安定を図るために必要な措置

・ 新たな就業の機会を提供するまでの間に行われる有給の教育訓練

・ 紹介予定派遣

■ 雇用安定措置の対象者は

表１

（６）雇用安定措置（法第30条）の実績

うち、派遣先
で雇用された
人数

うち、新たな
派遣先で就業
した人数

教育訓練（雇
用を維持した
ままのものに
限る）

紹介予定派遣
（※２）

左記 以外のそ
の他の措置

7 2 1 10 3 1 1 1

1 1 1

2 1 0 1 1 1

1 3 0 1

3 6 2 1
「１年未満見込み」については、派遣元での通算雇用期間が１年以上の者（登録中の者を含む）に限る。

（５）欄の「イ　紹介予定派遣に係る労働者派遣契約の申込人数（人）」の内数であること。

期間
対象派遣労働
者数

第１号の措置
（ 派遣先への
直接雇用の依
頼）を講じた
人数

第２号の措置
（新たな派遣
先の提供）を
講じた人数

第 ３ 号 の 措 置
（派遣元で派遣
労働者以外の労
働者として無期
雇用）を講じた
人数

第４号の措置（その他の措置）
を講じた人数

第１号から第４
号までのいずれ
の措置も講じな
かった人数

備考

計

３年見込み

２年半から３年未満見込み

２年から２年半未満見込み

１年半から２年未満見込み

※２

１年から１年半未満見込み

１年未満見込み（※１）

※１

第2面（８）雇用安定措置(法第30条)の実績の記載について

I年度報告において、報告対象期間内に派遣した有期雇用派遣労働者のうち、継続して就業を希望した者で、下記の●のいずれかに該当する場合は

「雇用安定措置の対象者」のため、実施した措置（第1号～第4号等）の数を記載します。

●同一の組織単位(同じ派遣先の部署等)で継続して1年～3年間派遣される見込みだったが、派遣契約が終了した者（下の表１A・B）

●同一の派遣元での雇用期間が通算1年以上で、派遣契約が終了した者（下の表１C）

※ 無期雇用派遣労働者・60歳以上の者・産前産後休業の代替者等は、雇用安定措置の対象外です。記載しません。

※ 1人に対して複数回同じ措置を実施した場合は累計数を記載します。（同じ者に次の派遣先を2度提供した⇒人数「２」と記載」）

派遣先へ直

接雇用してく

れるよう依頼し

た数

派遣先へ直

接雇用してく

れるよう依頼

し、実際に直

接雇用となっ

た数

実際に

新しい派遣

先で就業と

なった数

新たな派遣先を提供し

た数

※無期雇用として同一

派遣先を提供したもの

も含む

※同一派遣先の更新

は含まず

派遣元において

派遣労働者以

外の労働者とし

て無期雇用とし

た数

教育訓練を実

施した人数

※次の派遣先

が見つかるまで

や就業までの待

機時等に実施

したもの

欄外

※２

教育訓練でも

紹介予定派

遣でもない措

置(職業紹

介)を講じた数

※報告期間末日

現在の実人数で

ある(１)②派遣

労働者の総計と

は一致しません。

■ 雇用安定措置の義務と発生と消滅

▲派遣される「見込み」は、労働者派遣契約と労働契約の締結によって発生 します。

→３年の労働者派遣契約と労働契約を締結している場合は、A に該当します。

→３か月更新を反復している場合で、継続就業が２年９か月となった段階で、労働者派遣契約と労働契約の次の更新がなされた場合は、A に該当します。

▲義務は、派遣元事業主によって適切に履行されるか、派遣労働者が就業継続を希望しなくなるまで、効力が存続 します。

（派遣先の同一組織

単位への派遣期間）

・措置を講じなか

った理由

・措置を講じたが

決まらなかった理由

(退職した等)
8

7



R8福島労働局

（日本産業規格Ａ列４）

様式第11号（第３面）

（９）派遣料金及び派遣労働者の賃金（１日（８時間当たり）の額）に関する事項

①　業務別派遣料金及び派遣労働者の賃金（日雇派遣労働者を除く）

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

13,075 14,283 12,264 9,121 10,095 10,095 8,509 8,509

01 管理的公務員

02 法人・団体役員法人・団体役員

03 法人・団体管理職員法人・団体管理職員

04 その他の管理的職業従事者その他の管理的職業従事者

05 研究者研究者

06 農林水産技術者農林水産技術者

07
08

製造技術者

09 建築・土木・測量技術者

10 情報処理・通信技術者情報処理・通信技術者

11 情報処理・通信技術者その他の技術者

12 医師，歯科医師，獣医師，薬剤師-1
医師

12 -2
薬剤師

12 -3
歯科医師、獣医師

13 -1
看護師

13 -2
准看護師

13 -3
保健師、助産師

14 -1
診療放射線技師

14 -2
臨床検査技師

14 -3
その他の医療技術者

15 その他の保健医療従事者その他の保健医療従事者

16 社会福祉専門職業従事者社会福祉専門職業従事者

17 法務従事者法務従事者

18 経営・金融・保険専門職業従事者経営・金融・保険専門職業従事者

19 教員教員

20 宗教家宗教家

21 著述家，記者，編集者著述家，記者，編集者

22 美術家，デザイナー，写真家，映像撮影者
美術家，デザイナー，写真家，映
像撮影者

23 音楽家，舞台芸術家音楽家，舞台芸術家

24 その他の専門的職業従事者その他の専門的職業従事者

25 一般事務従事者一般事務従事者 13,870 14,000 12,930 9,890 10,000 10,000 9,122 9,122

26 会計事務従事者会計事務従事者 14,566 14,566 10,190 10,190 10,190

27 生産関連事務従事者生産関連事務従事者

28 営業・販売事務従事者営業・販売事務従事者

29 外勤事務従事者外勤事務従事者

30 運輸・郵便事務従事者運輸・郵便事務従事者

派遣料金（１日（８時間当たり）の額） 派遣労働者の賃金（１日（８時間当たり）の額）

全業務平均
01～99の合計額／記載業務の合計数

派遣労働者平均派遣労働者平均 無期雇用
派遣労働者

有期雇用
派遣労働者

無期雇用
派遣労働者

有期雇用
派遣労働者

職種ごとの合計

＝ 全業務平均 （少数点以下四捨五入）

職種の数

「派遣料金」：全派遣労働者、無期雇用、有期雇用

それぞれに以下の計算式をあてはめる

【計算式】

派遣料金の総額

総労働時間
× ８時間

※派遣料金は派遣元へ支払われた(請求した）金額すべて

※「派遣労働者平均」は、無期と有期の金額を合計するので

はなく、派遣労働者全体として計算する

「派遣労働者の賃金」：全派遣労働者、無期雇用、有期雇用

それぞれに以下の計算式をあてはめる

【計算式】

派遣労働者の賃金の総額

総労働時間
× ８時間

※賃金は報告対象期間中に派遣労働者へ支払われたすべての賃金

（各種手当、賞与等含む）の総額

※「派遣労働者平均」は、無期と有期の金額を合計するのではなく、

派遣労働者全体として計算する

派遣労働者の賃金は、給与、交通費、賞与、諸手当、有給休暇分等を含む

「(賃金÷総労働時間)×8時間」の金額を記入

所定労働時間が8時間でない場合は、8時間で計算しなおして金額を記入する

「14-3」、「15」の場合、派遣業務内容を余白に記入

派遣料金は消費税を含む額で記入

第3面・第4面(９)①職業分類は

総務省HP内「日本標準職業分類」で検索可能

複数の業務に派遣している

場合は主たる業務を記入

労使協定の対象派遣労働者の賃金額を記入

対象者がいない場合(派遣先均等・均衡方式)は空欄

●「全業務平均」欄は縦列(職種ごと)の金額を単純平均する

⇒「派遣料金」の計算例

・派遣労働者平均 (13870＋14566＋12338＋11525)÷4=13,075

・無期雇用派遣労働者 (14000＋14556)÷2=14,283

・有期雇用派遣労働者 (12930＋12338＋11525)÷3=12,264

⇒「派遣労働者の賃金」の計算例

・派遣労働者平均 (9890＋10190＋8486＋7918)÷4=9,121

・無期雇用派遣労働者 (10000＋10190)÷2=10,095

・有期雇用派遣労働者 (9122＋8486＋7918)÷3=8,509



R8福島労働局

（日本産業規格Ａ列４）

様式第11号（第４面）

①　業務別派遣料金及び派遣労働者の賃金（日雇派遣労働者を除く）（続）

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

32 商品販売従事者商品販売従事者

33 販売類似職業従事者販売類似職業従事者

34 営業職業従事者営業職業従事者

35 家庭生活支援サービス職業従事者家庭生活支援サービス職業従事者

36 介護サービス職業従事者介護サービス職業従事者

37 保健医療サービス職業従事者保健医療サービス職業従事者

38 生活衛生サービス職業従事者生活衛生サービス職業従事者

39 飲食物調理従事者

40 接客・給仕職業従事者

41 居住施設・ビル等管理人

42 その他のサービス職業従事者

43 ～45
自衛官・司法警察職員等 ― ― ― ― ― ― ― ―

46 農業従事者

47 林業従事者

48 漁業従事者

49
50

生産設備制御・監視従事者

51 機械組立設備制御・監視従事者

52
53

製品製造・加工処理従事者 12,338 12,338 8,486 8,486 8,486

54 機械組立従事者

55 機械整備・修理従事者

56
57

製品検査従事者

58 機械検査従事者

59 生産関連・生産類似作業従事者

60 鉄道運転従事者

61 自動車運転従事者

62 船舶・航空機運転従事者

63 その他の輸送従事者

64 定置・建設機械運転従事者

65 建設躯体工事従事者 ― ― ― ― ― ― ― ―

66
建設従事者（建設躯体工事従事者
を除く）

67 電気工事従事者

68 土木作業従事者 ― ― ― ― ― ― ― ―

69 採掘従事者

70 運搬従事者

71 清掃従事者

72 包装従事者

73
その他の運搬・清掃・包装等従事
者

99 分類不能の職業 11,525 11,525 7,918 7,918 7,918

※99は○○○業務

派遣料金（１日（８時間当たり）の額） 派遣労働者の賃金（１日（８時間当たり）の額）

派遣労働者平均 派遣労働者平均無期雇用
派遣労働者

有期雇用
派遣労働者

無期雇用
派遣労働者

有期雇用
派遣労働者

「99分類不能の職業」の場合、派遣業務内容を余白に記入



R8福島労働局

（日本産業規格Ａ列４）

様式第11号（第５面）

②　日雇派遣労働者の業務別派遣料金及び賃金

協定対象派遣労働者

21,500 18,000

４－１　情報処理システム開発 30,000 20,000

４－２　機械設計

４－３　事務用機器操作

４－４　通訳、翻訳、速記

４－５　秘書

４－６　ファイリング

４－７　調査

４－８　財務

４－９　貿易

４－10　デモンストレーション

４－11　添乗

４－12　受付・案内

４－13　研究開発

４－14　事業の実施体制の企画、立案

４－15　書籍等の制作・編集

４－16　広告デザイン

４－17　ＯＡインストラクション

４－18　セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

４－19　看護業務

（１０）マージン率等の情報提供の状況

提供方法 該当する各欄に「○」を記載

インターネット ○ 　　（※複数選択可能）

書類の備付け

その他（　企業パンフレットへの記載　） ○

日雇派遣労働者の賃金
（１日（８時間当たり）の額）

日雇派遣労働者の派遣料金
（1日（８時間当たり）の額）

全業務平均

日雇派遣労働者

左記業務4-1～19以外の日雇派遣業務も含んだ 派遣料金の平均、賃金を記載
（少数点以下四捨五入）

左記業務4-1～19以外の日雇派遣業務のみ の場合は、「全業務平均」のみ記載

「マージン率等の情報提供」は、派遣法第23条第5項により事業所ごとに行うことが義務付けられています。

情報提供が必要な項目は以下のとおりです。（派遣の実績の有無にかかわらず掲載し、年度ごとに更新が必要）

①派遣労働者の数

②派遣先の件数

③派遣料金の平均額

④派遣労働者の賃金の平均額

⑤マージン率

⑥労使協定の締結状況（締結の有無・対象となる派遣労働者の範囲・有効期間の終期）

⑦キャリア形成支援制度に関する事項（教育訓練概要・キャリアコンサルティングの担当者と連絡先）

⑧その他参考情報（福利厚生など）

◆原則としてインターネット上での公開により一般に広く情報提供が必要です。自社ホームページに掲載または

厚労省運営「人材サービス総合サイト※」に掲載し、情報提供してください。

※全国の派遣元事業主が検索可能なサイトですのでぜひご活用ください。

労使協定の対象派遣労働者の賃金額を記入
（対象者がいない場合は空欄）

派遣料金は消費税を含む額で記入

令第4条に該当しない 日雇派遣(60歳以上、学生、生業収入500万以上、
世帯収入500万円以上の者)のみ の場合は全業務平均の欄のみ 記載

その他の場合は、

「提供方法」を

記載すること

インターネット上での公開が令和3.4.1～義務化されています



R8福島労働局

（日本産業規格Ａ列４）

様式第11号（第６面）

（１１）キャリアアップ措置の実績

① キャリアコンサルティングの窓口担当者の人数

職務経験あり 知見あり

1 1

― ―

1 1
営業職

その他 1 1

② キャリアコンサルティングの実施状況

計
うち無期
派遣労働
者

うち有期
派遣労働
者

計
うち無期
派遣労働
者

うち有期
派遣労働
者

計
うち無期
派遣労働
者

うち有期
派遣労働
者

15 3 12 10 3 7 10 3 7

③ キャリアアップに資する教育訓練（１ フルタイム(１年以上雇用見込み)､２ 短時間勤務(１年以上雇用見込み)､３ １年未満雇用見込み）

１年目 ２年目 ３年目 ４年目以降 １年目 ２年目 ３年目 ４年目以降

イ　入職時等基礎的訓練

1 31.5 2 1 1 1
9 9 備考

1 18 2 1 1 1
9 9 備考

ロ　職能別訓練

2 40 1 2 1 1
5 5 備考

1 2 2 64 64 16 2 1 1 1
4 4 1 4 4 1 備考

ハ　職種転換訓練

備考

備考

ニ　階層別訓練

4 16 2 1 1 1
2 2 備考

備考

ホ　その他の教育訓練

備考

備考

153.5 64 0 32 217.5

9 4 0 2 13

17 16 0 16 16

１～３年目のｂの合計　（ｄ）

１～３年目の厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓
練について１人当たりの平均実施時間（ｃ÷ｄ）

訓練の実施主体の別

１ 事業主
２ 派遣先
３ 訓練機関
４ その他

 
   訓練費負担の別

１ 無償
　（実費負担なし）
２ 無償
　（実費負担あり）
３ 有償

１～３年目のａの合計　（ｃ）

厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練について１人当たりの
平均実施時間（ａ÷ｂ）

製造工程実務研
修

（ロ）エクセル応用

（イ）

（ロ）

（ロ）

各年ごとの厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の「実施時
間の総計」の合計（ａ）

（イ）

ビジネスマナー
基礎

（イ）

（ロ）

対象となる派遣労働者
　
(上段)　種別
（１雇入時・２派遣中・３待機中・４入
社○年目・５長期的なキャリア形成を念
頭に置いた内容の教育訓練の対象となる
無期雇用派遣労働者・６その他）

（下段）受講者の実人数
（各年に同一の訓練を複数回受講した者
は、重複計上しないこと）

（上段）実施時間の総計
（受講者数×教育訓練１コマの時間（複
数回実施の場合は､その合計)）

新規採用時研修

―

―

―

全派遣労働者数

1

1 ―

うち派遣元責任者
との兼任状況

1

キャリアコンサルティングに
関する職務経験・知見のある者

訓練の内容等

計 うち社内の者 うち社外の者

計 1

上記以外の担当者

実施を希望した者の人数 実施した者の人数

キャリアコンサルタント

1,140

(下段)　対象となる派遣労働者数

    賃金支給の別

１ 有給
　（無給部分なし）
２ 有給
　（無給部分あり）
３ 無給

　訓練の方法の別

１ 計画的なOJT
２ OFF-JT
３ OJT
（計画的なもの以
外）

「キャリアアップに資する教育訓練」実施に当たって支払った賃金額（１人１時間当たり平均）

（ロ）

（イ）

各年ごとの厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の受講者の
実人数（ｂ）

（イ）リーダー研修

職務経験有り…過去にキャリアコンサルティングの経験がある、
または人事部門の経験が3年以上ある等

知見有り…キャリアコンサルティングの知識を有していること

※ 「職務経験有り」か「知見有り」か、必ずどちらかに人数を記入

報告対象期間中の派遣労働者の人数 [全派遣労働者 ≧ 実施を希望した者の人数 ≧ 実施した者の人数]

キャリアコンサルティングの実施がなくても、派遣の実績があれば人数を記入

3.5Hの研修を９人が
受けた場合は
3.5H×９人=31.5H 

①は 実績がなくても必ず記載

1.2.3いずれかに○し、

別葉に分けてそれぞれ作

成、提出

忘れずに記入！

この欄には、
教育訓練の対象となる派遣
労働者について種別と人数を記入

※受講者は対象者の内数

この欄には、
左側の対象者のうち実際に受講
した人数および延べ時間数を記入

※受講者は対象者の内数

（ａ）上段 実施時間の総計の合計

31.5H＋18H ＋40H ＋64H=153.5H

（a÷ｂ） 小数点以下は切り捨て

（ｂ）延べ人数ではなく、実人数

フルタイム(1年以上の雇用見込み)の派遣労働者が

15人の場合の記載例 （入職⇒派遣就業開始）

【1年目】入職から1年目 ９人 (製造５、事務４)

【2年目】 〃 2年目 ４人 (事務４)

【3年目】 〃 3年目 ０人

【4年目】 〃 4年目以降 ２人 (生産管理２)

教育訓練時に支払った賃金の平均額を記載(時給換算)



R8福島労働局

（日本産業規格Ａ列４）

様式第11号（第７面）

Ⅱ　６月１日現在の状況報告

１　派遣労働者の実人数

①　派遣労働者（日雇派遣労働者を除く）の実人数

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

2 2 8 8 1 1 3 1

②　業務別派遣労働者（日雇派遣労働者を除く）の実人数（①の内数）

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

2 2 2

3 3 3

無期雇用派遣労働者

無期雇用派遣労働者 有期雇用派遣労働者派遣労働者計

14

うち、通算雇用期間が１年以上の派遣労働者 うち、通算雇用期間が１年未満の派遣労働者

無期雇用派遣労働者 有期雇用派遣労働者

有期雇用派遣労働者
計

12 -2
   薬剤師

10 情報処理・通信技術者

15 その他の保健医療従事者

12 -1
   医師

09 建築・土木・測量技術者

11 その他の技術者

12 -3
   歯科医師、獣医師

13 -1
   看護師

13 -2
   准看護師

13 -3
   保健師、助産師

19 教員

18 経営・金融・保険専門職業従事者

24 その他の専門的職業従事者

20 宗教家

14 -1
   診療放射線技師

14 -2
   臨床検査技師

14 -3
   その他の医療技術者

17 法務従事者

16 社会福祉専門職業従事者

31 事務用機器操作員

21 著述家，記者，編集者

25 一般事務従事者

23 音楽家，舞台芸術家

26 会計事務従事者

29 外勤事務従事者

30 運輸・郵便事務従事者

28 営業・販売事務従事者

27 生産関連事務従事者

22 美術家，デザイナー，写真家，映像撮影者

01 管理的公務員

05 研究者

06 農林水産技術者

07・08 製造技術者

02 法人・団体役員

03 法人・団体管理職員

04 その他の管理的職業従事者

Ⅱ6月1日現在の状況報告(第7面～9面)の報告対象は原則「6月1日」の1日のみ

第7面・第8面1②職業分類は

総務省HP内「日本標準職業分類」で検索可能

労使協定の対象派遣労働者の人数を記入(第7～8面の合計)
※対象者がいない場合(派遣先均等・均衡方式)は空欄

※複数の業務に派遣している場
合は主たる業務を記入

●6/1が(土)の場合は6/3(月)、日曜の場合は6/2(月)の状況を記入

●実際に6/1に派遣した労働者の実人数を記入

※6月1日に派遣しなかった者や休んだ者(有給休暇含む)は除く

●Ⅱ6月1日現在の状況報告」のみの報告は、第1・7・８・9面を提出

第7面②～第8面②の合計数が

第7面①派遣労働者の実人数の「派遣労働者計」と同じになるこ



R8福島労働局

（日本産業規格Ａ列４）

様式第11号（第８面）

②　業務別派遣労働者（日雇派遣労働者を除く）の実人数（続）

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

― ― ― ― ―

6 6 4

2 2 2

1 1 1

― ― ― ― ―

― ― ― ― ―

③　特定製造業務従事者の実人数（①の内数）

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

9 9

④　期間制限の対象外となる労働者派遣に係る派遣労働者（日雇派遣労働者を除く）の実人数（①の内数）

計

2

38 生活衛生サービス職業従事者

66 建設従事者（建設躯体工事従事者を除く）

52・53 製品製造・加工処理従事者

39 飲食物調理従事者

40 接客・給仕職業従事者

41 居住施設・ビル等管理人

42 その他のサービス職業従事者

43～45　自衛官・司法警察職員等

49・50 生産設備制御・監視従事者

51 機械組立設備制御・監視従事者

46 農業従事者

47 林業従事者

48 漁業従事者

54 機械組立従事者

55 機械整備・修理従事者

56・57 製品検査従事者

無期雇用派遣労働者 有期雇用派遣労働者

36 介護サービス職業従事者

37 保健医療サービス職業従事者

32 商品販売従事者

33 販売類似職業従事者

計

34 営業職業従事者

35 家庭生活支援サービス職業従事者

58 機械検査従事者

59 生産関連・生産類似作業従事者

60 鉄道運転従事者

61 自動車運転従事者

62 船舶・航空機運転従事者

63 その他の輸送従事者

64 定置・建設機械運転従事者

65 建設躯体工事従事者

法第40条の２第１項第２号(高齢者)

※99は○○○業務

2

67 電気工事従事者

69 採掘従事者

99 分類不能の職業

特定製造業従事者　計
無期雇用派遣労働者 有期雇用派遣労働者

9

無期雇用派遣労働者 有期雇用派遣労働者

73 その他の運搬・清掃・包装等従事者

72 包装従事者

68 土木作業従事者

71 清掃従事者

70 運搬従事者

法第40条の２第１項第３号イ(有期プロジェクト業務)

法第40条の２第１項第３号ロ(日数限定業務)

法第40条の２第１項第４号(育児休業等取得者の代替)

法第40条の２第１項第５号(介護休業取得者の代替)

「99分類不能の職業」の場合、派遣業務内容を余白に記入

6月1日に派遣した労働者のうち、製造業務

(特定製造業務)に従事した人数を記入

6 ＋２＋１＝9人

6月1日に派遣した労働者のうち、

高齢者（60歳以上）の人数を記入

※製造業務とは？

⇒ 物を製造する、施設内で行われる業務(職業分類番号

49～54、56、57、59)のうち、直接的に物を製造

する(製品検査含む)業務をいいます。

以下のような業務は含まれません。

× 配送部門等における完成品の運搬、保管、梱包

× 自動車整備工等(55)

× ○○検査工等(58) ※派遣先均等・均衡方式

の派遣労働者が２名いる例

第7面②～第8面②の合計数が

第7面①派遣労働者の実人数の「派遣労働者計」と同じになること



R8福島労働局

（日本産業規格Ａ列４）

様式第11号（第９面）

⑤　日雇派遣労働者の実人数

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

1 2

⑥　特定製造業務従事者である日雇派遣労働者の実人数（⑤ⅰ～ⅳの合計の内数）

協定対象
派遣労働者

⑦　日雇派遣労働者の業務別実人数（⑤の内数）

協定対象
派遣労働者

1

2

⑧　日雇派遣労働者のうち期間制限の対象外となる業務における派遣労働者の実人数（⑤の内数）

２　過去１年以内に労働者派遣されたことのある登録者（雇用されている者を含む。）の数 12

３　雇用保険及び社会保険の派遣労働者への適用状況

無期雇用
派遣労働者

有期雇用
派遣労働者

無期雇用
派遣労働者

有期雇用
派遣労働者

3 9 ― 2

3 9 ― 1

3 9 ― 1

ⅰ　高齢者 ⅱ　昼間学生

４－１情報処理システム開発

４－２機械設計

3

４－13研究開発

４－12受付・案内

ⅰ～ⅳに該当しない者

４－５秘書

４－６ファイリング

４－９貿易

４－10デモンストレーション

４－11添乗

４－３事務用機器操作

４－４通訳、翻訳、速記

 (例)1週間の所定労働時間が20時間未満のため1名未加入

 (例)1週間の所定労働時間が20時間未満のため1名未加入

ⅲ　副業として従事する者 ⅳ　主たる生計者でない者

日雇派遣労働者　計

雇用見込みが１年未満の
労働者

日雇派遣労働者

日雇派遣労働者

４－15書籍等の制作・編集

４－16広告デザイン

４－17ＯＡインストラクション

４－19看護業務

４－７調査

４－８財務

４－14事業の実施体制の企画、立案

４－18セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

雇用保険

厚生年金保険

健康保険

法第40条の２第１項第３号イ(有期プロジェクト業務)

法第40条の２第１項第３号ロ(日数限定業務)

法第40条の２第１項第４号(育児休業等取得者の代替業務)

法第40条の２第１項第５号(介護休業取得者の代替業務)

雇用見込みが１年以上の
労働者

登録制度を設けている場合のみ記載

※「6月1日に派遣した人数」 + 「過去1年以内に派遣したことがある人数」の合計

6月1日に派遣された労働者(第７面１ー①の人数)についての
雇用保険・社会保険の加入状況を記入
※未加入者がいる場合には、余白に未加入の理由を記載してください。

※第７面①は雇用実績で分けていますが、この第９面３は雇用見込みで分けているため、ここでは

第７面①「通算雇用期間が1年未満の無期雇用派遣労働者」は、「雇用見込みが１年以上の労働者」の「無期雇用派遣労働者」に含めます。

●第９面⑤のうち、「ⅰ～ⅳに該当しない者」欄の
日雇派遣労働者は必ずいずれかの業務に該当する

●複数の業務に派遣している場合は主たる業務を記入

第９面⑤⑥⑦

●実際に6/1に派遣した労働者の実人数を記入

※6月1日に派遣しなかった者や休んだ者(有給休暇含む)は除く

●労使協定の対象派遣労働者の人数を記入

※対象者がいない場合(派遣先均等・均衡方式)は空欄

協定対象派遣労働者がいない場合は記載不要
（派遣先均等・均衡方式のみを採用している場合）


